
確定申告　税の申告は正しくお早めに
＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている申告相談などが延期・中止となる
場合があります。申告相談などに参加をする場合はマスクを着用してください。

　町県民税や所得税の申告時期です。申告が必要か確認し、該当する場合は早め
に準備して、申告会場で提出するか、郵送、持参、電子申告（確定申告のみ）の
いずれかの方法で提出してください。

＊�申告会場の混雑を避けるために、インターネット予約を導入します。当日整理券は従来どおり配布しますが、数に
限りがあり、インターネット予約の方が手軽で確実なため、予約されることをおすすめします。なお、電話や役場
窓口での予約は受け付けておりません。
＊�当日整理券は午前７時30分～８時30分は役場正面玄関前で、午前８時30分～午後４時は申告会場で配布します。１
時間単位で受付可能枠を設け、整理券がなくなり次第受付を終了させていただきます。
＊�確定申告期間中は、提出箱を税務課（１階６番窓口）に設置します。申告相談期間中は大変混み合いますので、ご
自身で申告書を作成した人は提出箱をご利用ください。

役場で申告相談ができない確定申告
　以下の申告は役場で相談・受付ができませんので、岡崎税務署で申告相談をしてください。
①事業所得、不動産所得、土地・建物や株式などの譲渡所得がある申告（確定申告書Ｂ）
②住宅借入金等特別控除、雑損控除を受ける申告　　⑤損失の申告
③海外に居住している親族を扶養に入れる申告　　　⑥過年分（令和２年分以前）の申告
④亡くなった人の申告（準確定申告）　　　　　　　 ⑦ＦＸなどの金融商品や暗号資産の申告

　源泉徴収票などを基に申告書を作成・受付します。ご自身で申告書を作ることができない場合にご利用ください。
日時 受付のできる申告 申告会場

２月14日㊊～３月15日㊋（土日祝日を除く）
午前９時～正午、午後１時～４時 町県民税の申告

役場４階ホール
２月16日㊌～３月15日㊋（土日祝日を除く）

午前９時～正午、午後１時～４時
所得税の確定申告
（確定申告書Ａのみ）

税の申告は
正しくお早めに

幸田町役場での申告相談

確定申告書作成コーナーはこちら➡
＊２次元コードのリンク先は予告なく変更または削除する場合があります。

　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxまたは
｢確定申告書等作成コーナー｣をぜひご利用ください。
　ご利用は国税庁ホームページからアクセスしてください！
＊詳細はＰ４をご覧ください。　

感染防止のためにネット申告を！

申告相談のインターネット予約受付中！重要
URL：https://airrsv.net/kota-kakutei/calendar

⬅申告相談の
　インターネット
　予約はこちら

確 定

申 告
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確定申告　税の申告は正しくお早めに

医療費控除の明細書の記載例
幸田太郎さんの例（生計が同じ妻：花子さん）

幸田太郎さんが受けた医療
２月18日
■■病院　　診療　　6,000円　1

５月28日
■■病院　　診療　　3,400円　1
▲▲薬局　　医薬品　 700円　2

幸田花子さんが受けた医療
９月13日　
○○診療所　医療　　3,300円　3
　　　　　　医薬品　1,100円

●医療を受けた人
●病院・薬局
ごとに医療費を合計して
記載します。

拡
大

　令和２年分の申告からは「医療費控除の明細書」がないと申告できませんのでご注意ください。
＊�税務署から求められたときに提示または提出をしなければならないため、医療費の領収書（医療費通知に係るもの
を除く）は自宅で５年間保管する必要があります。
＊�様式は税務課窓口で配布しています。また、国税庁ホームページからダウンロードすることもできますので、印刷
してご利用ください。

医療費控除の申告は明細書の作成が必要です

無料税務相談所のご案内
　税理士による無料税務相談所が開設されますのでご利用ください。
と　き　２月７日㊊～28日㊊（土日祝日および17日㊍を除く）
　　　　午前10時～午後４時30分（正午～午後１時を除く）
ところ　岡崎シビコ１階（岡崎市康生通西２丁目20–２）
　　　　＊�会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況に

応じて後日の来場をお願いすることもあります。なお、「入場整理券」は、当日会場で配布を行
いますが、オンラインによる事前発行はありません。

問合せ　岡崎税務署　☎（0564）58–6514

２　医療費（上記1以外）の明細
⑴�医療を受けた
方の氏名

⑵�病院・薬局など
の支払先の名称 ⑶医療費の区分 ⑷�支払った医

療費の額

1 幸田　太郎 ■■病院 □✓診療・治療�□介護保険サービス
□医薬品購入�□その他の医療費 9,400円

2 同上 ▲▲薬局 □診療・治療�□介護保険サービス
□✓医薬品購入�□その他の医療費 700円

3 幸田　花子 ○○診療所 □✓診療・治療�□介護保険サービス
□□✓医薬品購入�□その他の医療費 4,400円

□診療・治療�□介護保険サービス
□医薬品購入�□その他の医療費

特集
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確定申告　税の申告は正しくお早めに

日時 受付のできる申告 申告会場

①２月16日㊌～３月15日㊋
②２月16日㊌～３月31日㊍
（土日祝日を除く。ただし、

２月20日㊐、27日㊐は開設します）
午前９時～午後５時（相談受付終了時刻は午後４時）

①所得税・贈与税の
確定申告
②消費税の確定申告

岡崎合同庁舎５階大会議室
（岡崎市羽根町字北乾地50–1

シビックセンター隣）

＊�パソコン・ご自身のスマホやタブレットを利用して確定申告書を作成します（ご自身で入力操作などをしていただ
きます）。
＊申告書の提出のみの人は税務署１階で提出してください。
＊�会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。整理券は、会場での当日配布またはオンラインでの
事前発行が可能です（利用開始時期などについては国税庁ホームページをご覧ください）。なお、整理券の配布状
況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。
＊公的年金を受給されている人を主な対象として２月１日㊋～15日㊋に申告相談を行います。

岡崎税務署での申告相談

ご自宅からのe-Tax申告のご案内
　令和４年１月からは、e-Taxの利用がさらに便利になりました！　また、「確定申告書等作成コーナー」で
は、自動計算や自動入力機能を利用して、お手軽に所得税の確定申告書が作成できます！

★ICカードリーダライタなしで！
　パソコンの画面に表示された２次元コードをスマホ（マイナンバーカード読取対応）で読み取れば、マイ
ナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。
★スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力
　スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報などが自動で入力されます。
★スマホ専用画面の対象範囲が拡大！
　特定口座年間取引報告書・上場株式などの
譲渡損失額（前年繰越分）・外国税額控除が追
加されました。

問合せ　岡崎税務署　☎（0564）58–6514

＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている申告相談などが延期・中止となる
場合があります。申告相談などに参加をする場合はマスクを着用してください。

動画で見る確定申告 検 索

確定申告書の作成方法➡
は動画でチェック　　　

書き方や計算が
分からない…

会社が
休めない…

入力が
面倒…

自動計算

自宅から

自動入力

画面の案内に沿って入力
すれば税額まで自動計算

マイナポータル連携や過去の
申告データを利用して自動入力

マイナンバーカードと
スマホでe-Tax！
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確定申告　税の申告は正しくお早めに

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
に
つ
い
て

■
確
定
申
告
が
必
要
な
人

１
給
与
所
得
が
あ
る
人

①�

給
与
の
収
入
金
額
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え

る
人

②�

給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
各
種
の

所
得
金
額
（
給
与
所
得
、退
職
所
得
を
除
く
）

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

③�

給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、
年

末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
、
各
種
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所

得
を
除
く
）
と
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
人

２
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
が
あ
る
人

　
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
の
み
で
、
公

的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
の
金
額
か
ら
所
得

控
除
を
差
し
引
く
と
、
残
額
が
あ
る
人

＊�

た
だ
し
、
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
な
ど
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
申
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。�

３�

各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額
（
譲
渡
所
得
や

山
林
所
得
を
含
む
）
か
ら
、�

所
得
控
除
を
差

し
引
き
、
そ
の
金
額
（
課
税
さ
れ
る
所
得
金

額
）
に
所
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た

税
額
か
ら
配
当
控
除
額
を
差
し
引
い
た
結
果
、

残
額
の
あ
る
人

＊�

１
～
３
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、

上
場
株
式
な
ど
に
係
る
譲
渡
損
失
と
配
当
所

得
と
の
損
益
通
算
お
よ
び
繰
越
控
除
の
特
例

の
適
用
を
受
け
る
人
な
ど
は
確
定
申
告
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

■
確
定
申
告
を
す
れ
ば
税
金
が
戻
る
人

　
確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
人
で
も
、
次
の
い

ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
で
、
源
泉
徴
収
さ
れ

た
税
金
や
予
定
納
税
を
し
た
税
金
が
納
め
過
ぎ

に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
還
付
を
受
け
る
た

め
の
申
告
（
還
付
申
告
）
に
よ
り
税
金
が
還
付

さ
れ
ま
す
。

①�

年
の
途
中
で
退
職
し
、
年
末
調
整
を
受
け
ず

に
源
泉
徴
収
税
額
が
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て
い

る
と
き

②�

一
定
の
要
件
の
マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
な
ど
し

て
、
住
宅
ロ
ー
ン
が
あ
る
と
き

③�
マ
イ
ホ
ー
ム
に
特
定
の
改
修
工
事
を
し
た
と

き
④�
災
害
や
盗
難
な
ど
で
資
産
に
損
害
が
あ
る
と

き
⑤
多
額
の
医
療
費
を
支
出
し
た
と
き

⑥
特
定
の
寄
附
を
し
た
と
き

■
確
定
申
告
に
必
要
な
持
ち
物

①�

税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
お
知
ら
せ
は
が
き

ま
た
は
お
知
ら
せ
通
知
書
お
よ
び
確
定
申
告

書
類
（
い
ず
れ
も
郵
送
さ
れ
た
人
の
み
）

②�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
お
よ
び
身
元
確
認

書
類

③�

前
年
の
申
告
書
の
控
、
利
用
者
識
別
番
号
の

分
か
る
書
類

④�

源
泉
徴
収
票
の
原
本
（
給
与
や
年
金
が
あ
る

場
合
）

⑤�

医
療
費
の
明
細
書
や
生
命
保
険
料
控
除
証
明

書
な
ど
、
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
の
書
類

⑥�

通
帳
な
ど
本
人
の
預
金
口
座
番
号
が
分
か
る

も
の
（
還
付
が
あ
る
人
の
み
）

⑦
筆
記
具
・
電
卓

＊
①
か
ら
⑦
以
外
の
書
類
が
必
要
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
確
定
申
告
と
納
税
の
期
限

⚫
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
、
贈
与
税

…
３
月
15
日
㊋

⚫
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
…
３
月
31
日
㊍

■
振
替
納
税
利
用
の
お
願
い

　
納
税
は
、
便
利
で
安
心
な
口
座
振
替
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
引
き
落

と
し
さ
れ
ま
す
。

⚫
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替
日

…
４
月
21
日
㊍

⚫
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
振
替
日

…
４
月
26
日
㊋

町
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

■
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

⚫�

令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
在
住
で
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
人

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

②�

所
得
が
給
与
所
得
お
よ
び
公
的
年
金
の
み
の

人
⚫�

②
に
該
当
す
る
人
で
、
源
泉
徴
収
票
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
控
除
（
医
療
費
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
）
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

＊�

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
収
入
が
遺
族
年
金
な

ど
の
非
課
税
所
得
の
み
や
無
収
入
の
場
合
で

も
、
保
険
税
（
料
）
の
軽
減
を
受
け
る
た
め

に
申
告
が
必
要
で
す
。

■
年
金
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
の
人
の
申
告

　
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
額
が
４
０
０
万
円
以

下
で
、
そ
の
ほ
か
の
所
得
額
が
20
万
円
以
下
の

人
は
、
還
付
を
受
け
る
場
合
な
ど
を
除
き
確
定

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

控
除
を
追
加
す
る
場
合
は
、
町
県
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。

■
持
ち
物

①�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
お
よ
び
身
元
確
認

書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

②�

給
与
・
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
の
原

本
③�

社
会
保
険
料
（
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
、
国
民
年
金
保
険
な

ど
）
の
支
払
証
明
書
、
医
療
費
の
明
細
書
、

生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、
障
害
者
手
帳
な

ど
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
の
書
類

＊�

医
療
費
は
合
計
額
を
計
算
し
、
確
定
申
告
と

同
じ
よ
う
に
明
細
書
の
作
成
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
申
告
書
の
発
送
に
つ
い
て

　
昨
年
、
町
県
民
税
の
申
告
を
し
た
人
で
申
告

が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
１
月
下
旬
に
申

告
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
ご
自
分
で
記
入
で
き

る
人
は
、
郵
送
も
し
く
は
税
務
課
（
１
階
６
番

窓
口
）
に
設
置
し
て
あ
る
提
出
箱
に
直
接
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
税
務
課 

町
民
税
グ
ル
ー
プ

　
☎（
０
５
６
４
）62
・
１
１
１
１　

　
（
内
線
１
６
１
、１
６
２
）

　
ＦＡＸ（
０
５
６
４
）56
・
６
２
１
８
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